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ホグワーツで習いたいわ
チクワや煙突の形
茶聖。小説＆映画「○○○○にた
ずねよ」
ドラキュラさん、平民じゃないのね
オイラ江戸っ子。○○○○の銭は
持たねぇ
運動場に石灰で引く
ココへの旅は、ＮＡＳＡから
カメの背中に、全身ヘルメット？
パパ、会社へ何しに行くの？
ネット上で意気投合。リアルで集ま
ろう ！
だし巻卵の中にウナギ
スギナの茎から、スクスク坊や
ミレーの名画で、何を拾っている？
義を見てせざるは○○無きなり

１
２
3

4
5

7
9
10
11
13

15
17
19
20

みこし担いでワッショイ ！
夏至に短く、冬至に長い
北辰、子の星、心星などの別称も
交差点で、赤くなったり青くなったり
職員室がある建物
サイコロの裏表を足した数
凸レンズと○○レンズ
息子は悟飯
⇔♯（音楽記号）
その姿、父には見えず。シューベル
トの歌曲
一葉さん×２＝○○○さん
モネやドガは○○○○○派の画家
エンピツは、芯がなければタダのコレ

タテのカギ ヨコのカギ

タテ・ヨコそれぞれのカギに対応する言葉をマス目にカタカナで入れてください（1マスに1文字）。
A～Jの10文字をつなげると健康に関するキーワードができます。

解答　シンリョウホウシュウ

お医者さんの医療行為等、1点10円。

I  

１
5
6
8
10
12
13
14
16
18

20
21
22

  6 

ヘルシーなぞなぞ

対象：天才 30分
触ると手にケガをしちゃいそうな野菜は、
どれでしょうか？
　　　キャベツ、にんじん、トマト

 8 

は30人中の最速解答時間。
解答は当ページ下に記載。

対象：大人 30秒
花粉症に悩まされている村井さん、意中の中嶋さん
からお花見に誘われました。行くでしょうか？　
行かないでしょうか？

対象：子ども 10秒
メタボになってしまった谷中さんの出身地は
ど～こだ？　
都道府県で答えてください。

解答子ども：福井（腹囲）　大人：行かない（鼻水「はなみず」）　天才：キャベツ（葉物）

なぞなぞ作成：こんのゆみ（T&Yなぞなぞ）

大人は
1日350g以上の

野菜が必要なんだ
平均290g

くらいしかとって
ないんだよね

花粉症の薬、
高いからな…

ジェネリックを
使えばいいのに

動脈硬化から
心臓病や脳卒中に

　   なったら大変だ！

Kenpo Spr ing 2014

ご家族のためにご家庭にお持ち帰りください
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予算のお知らせ P2～3
 （保険料率が変わります）
保健事業概要／公告について P4
健康保険制度等が変わります P5
ジェネリック医薬品で節約しよう P6
扶養している家族が就職しました  P7
ヘルシーなぞなぞ／健康クロスワード P8



繰
入
れ
し
た
と
し
て
も
財
源
確
保
は
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
現
水
準
の
保
健
事
業
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
保
険
料
の
変
更

が
不
可
避
で
あ
り
、
２
年
連
続
と
は
な
り
ま
す
が
85
‰
へ
の
料
率
変
更
を
致

し
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
全
国
の
健
康
保
険
組
合
財
政
の
現
状
（
対
象
１
４
１
３
組
合
）

　〜
平
成
25
年
度
予
算
よ
り
〜

○
単
年
度
赤
字
予
算
組
合
数
　
8
割
超

○
平
成
25
年
度
保
険
料
を
改
定
し
た
組
合
　
5
5
7
組
合
（
40
%
）

○
平
成
25
年
度
平
均
保
険
料
率
86
・
35
‰

 

（
当
組
合
80
・
00
‰
）

○
平
成
25
年
度
実
質
保
険
料
率
96
・
1
‰

　
実
際
の
保
険
料
率
と
実
質
保
険
料
率
と
の
差
が
10
・
25
‰
に
も
及
ぶ
収
入
不

足
を
積
立
金
・
準
備
金
で
補
て
ん
し
て
凌
い
で
い
る
姿
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

◆
健
康
保
険
収
入

　
主
な
収
入
は
事
業
主
及
び
被
保
険
者
の
皆
様
の
保
険
料
で
す
。
算
式
は
次

の
と
お
り
で
す
。

保
険
料
＝
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
×
保
険
料
率

（
事
業
主
60
％
・
個
人
40
％
）

　
料
率
の
改
定
及
び
被
保
険
者
増
（
4
5
8
名
）
に
よ
り
、
対
前
年
度
5
億
4

千
5
百
69
万
円
増
の
64
億
6
千
7
百
21
万
4
千
円
を
計
上
致
し
ま
し
た
。

◆
保
険
給
付
費

　
過
去
3
年
間
を
参
考
に
科
目
ご
と
に
一
人
当
た
り
給
付
費
単
価
（
自
然
増
加

味
）
を
算
出
し
、
そ
の
数
に
消
費
税
・
診
療
報
酬
改
定
を
加
味
し
平
均
被
保
険

者
数
を
乗
じ
て
算
出
し
ま
し
た
。
総
額
で
対
平
成
25
年
度
1
億
7
千
7
百
16
万

1
千
円
増
（
5
・
46
％
）
の
33
億
7
千
31
万
2
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
納
付
金

　
高
齢
者
医
療
制
度
に
と
も
な
う
支
援
金
・
納
付
金
で
す
。
前
期
高
齢
者
納

付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
そ
れ
に
退
職
者
給
付
拠
出
金
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
算
出
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
示
さ
れ
た
計
算
式
に
基
づ
き
算
出
し
、
1

億
2
千
74
万
2
千
円
増
（
4
・
25
％
）
総
額
29
億
6
千
4
百
15
万
2
千
円
を

計
上
し
ま
し
た
。

※
前
期
高
齢
者
納
付
金
　
65
歳
〜
74
歳
ま
で
の
医
療
費
に
対
し
て
の
健
保
・

国
保
・
協
会
け
ん
ぽ
等
の
負
担
調
整
を
図
る
も
の
で
す
。

※
後
期
高
齢
者
支
援
金
　
75
歳
以
上
が
加
入
す
る
高
齢
者
医
療
保
険
へ
の
支

援
金
で
す
。

　
団
塊
の
世
代
が
前
期
高
齢
者
へ
大
量
に
移
行
す
る
こ
と
、
ま
た
後
期
高
齢

者
保
険
へ
の
支
援
金
の
算
出
方
法
が
今
後
改
定
さ
れ
る
（
総
報
酬
制
）
こ
と

に
よ
り
一
層
の
負
担
増
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

◆
保
健
事
業
費

　
生
活
習
慣
病
の
抑
止
に
向
け
た
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
、
人
間

（
脳
）
ド
ッ
ク
、
家
族
健
診
、
歯
科
検
診
な
ど
の
疾
病
予
防
並
び
に
体
育
奨

励
事
業
が
主
な
事
業
で
す
。
ま
た
平
成
26
年
度
は
、
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
」
の
準
備
（
計
画
策
定
）
期
間
と
な
っ
て
お
り
、
予
算
を
計
上
し
て
お
り

ま
す
。
保
健
事
業
費
は
総
額
で
1
千
9
百
40
万
2
千
円
増
（
10
・
8
％
）
の

1
億
9
千
8
百
79
万
9
千
円
を
計
上
致
し
ま
し
た
。

※
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
と
は

　
健
診
デ
ー
タ
や
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
個
人
や
事
業

所
ご
と
の
健
康
状
態
や
医
療
費
を
把
握
し
て
、
よ
り
効
果
の
高
い
保
健
事

業
を
目
指
す
も
の
で
、
国
の
日
本
再
興
戦
略
の
一
環
と
し
て
平
成
27
年
度

か
ら
あ
ら
た
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
平
成
26
年
2
月
17
日
に
開
催
の
第
85
回
組
合
会
で
、
平
成
26
年
度
料
率
改

定
及
び
平
成
26
年
予
算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

◆
平
成
25
年
度
の
収
支
見
込
状
況
か
ら

　
平
成
25
年
度
は
料
率
を
74
‰⇒

80
‰
に
変
更
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の

為
約
6
億
円
の
収
入
増
と
な
り
ま
し
た
が
保
険
給
付
費
2
億
3
千
万
円
増
、

納
付
金
2
億
9
千
万
円
増
で
計
5
億
2
千
万
円
増
と
な
り
、
想
定
以
上
の
支

出
増
で
増
収
分
が
吸
収
さ
れ
、
か
ね
て
か
ら
の
赤
字
解
消
（
平
成
24
年
度
実

収
支
▲
3
億
6
千
3
百
万
円
）
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
中
で
も
高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
・
納
付
金
の
負
担
は
特
に
重
い
も
の
で
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
予
算
策
定
と
料
率
改
定

　
平
成
25
年
度
収
支
見
込
を
踏
ま
え
て
平
成
26
年
度
予
算
を
策
定
致
し
ま
し

た
が
、
さ
ら
な
る
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
納
付
金
の
増
（
１
億
２
千
７
百
万

円
）、
加
入
者
増
と「
消
費
税
増
・
診
療
報
酬
改
定
に
よ
る
保
険
給
付
費
の
増

（
１
億
７
千
４
百
万
円
）等
現
行
料
率
で
は
別
途
積
立
金
・
準
備
金
の
一
部
を

こ
の
差
が

単
年
度
赤
字
幅

改
定
理
由

主
な
支
出

　
以
下
は
平
成
26
年
度
健
康
保
険
組
合
の
重
点
実
施
事
項

で
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

1
　適
正
適
用
の
継
続
的
取
組
み

①
既
被
扶
養
者
の
検
認
実
施

⇒

家
族
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
遅
滞
な
く
届
け
ま
し
ょ

う
。
被
扶
養
者
の
削
除
を
放
置
す
る
と
加
入
者
一
人
当
た

り
黙
っ
て
10
万
円
/
年
以
上
の
納
付
金
を
支
払
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

2
　ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
の
使
用
促
進

①
個
人
宛
「
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
通
知
」
の
定
期
発
行

②
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
使
用
促
進
カ
ー
ド
、
貼
付
シ
ー
ル
の
配
布

⇒

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
よ
る
薬
剤
費
の

節
約
（
新
薬
の
平
均
60
％
へ
）
は
政
府
も
奨
励
し
て
お
り

ま
す
。
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
お
得
で
す
。（
６
ペ
ー
ジ
参
照
）

3
　保
健
事
業
の
推
進

①
特
定
健
康
診
査
お
よ
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
向
上

②
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
立
上
げ

・
レ
セ
プ
ト
・
特
定
健
診
デ
ー
タ
の
分
析
ツ
ー
ル
確
立

・
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
実
施
計
画
書
の
作
成

③
事
業
の
見
直
し

・
任
意
継
続
者
健
診
の
負
担
見
直
し
（
負
担
の
均
衡
）

⇒

健
保
財
政
の
た
め
に
加
入
者
の
健
康
維
持
増
進
、
疾
病

の
早
期
発
見
並
び
に
重
症
化
予
防
は
、
医
療
費
の
抑
制
に

も
繋
が
り
ま
す
。
健
診
の
確
実
な
受
診
そ
し
て
特
定
保
健

指
導
な
ど
を
契
機
と
し
た
生
活
習
慣
の
改
善
（
リ
ス
ク
の

排
除
）、
早
期
治
療
な
ど
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
健
康
保
険

組
合
も
加
入
者
の
健
康
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

重
点
実
施
事
項

主
な
収
入

平
成
26
年
度
の
健
康
保
険
料
率
を
改
定
致
し
ま
す

平
成
26
年
度
予
算

3 2

平成26年度
＜収入＞
保険料収入 486,705 円
＜支出＞
保険給付費 262,774 円

（医療補助）

納付金 233,795 円
（高齢者医療制度への拠出・納付金）

保健事業費 14,750 円
事務費他 4,996 円
　上表は平成25年度一人あたりの主な収入
と支出の見込額です。
　既に保険給付と納付金で赤字の状況で、
疾病予防・健康維持増進の為の財源は別途
積立金・法定準備金で賄うしかない状況です
が、別途積立金も１億1,200百万円と大変厳
しい状況となりました。

平成25年度
一人あたりの主な収入と支出の見込額

（被保険者：12,162 名）

▲9,864円 予
算
の

お
知
ら
せ

■被保険者
■平均標準報酬月額
■総標準賞与額（年間）　
■被保険者の平均年齢
■扶養率
■前期高齢者加入率

12,620人
383,500円
19,610,000千円
41.22歳
1.08人
1.91％

予算の基礎数値（一般勘定）

■被保険者数　
■平均標準報酬月額
■総標準賞与額（年間）

6,360人
453,500円
12,610,000千円

予算の基礎数値（介護勘定）

収入

※（    ）内は被保険者1人あたり

支出

収入

支出

一般勘定
※（    ）内は被保険者1人あたり平成26年度収入支出予算　

介護勘定 平成26年度収入支出予算

健康保険収入
6,467,214千円
93.17％

（512,458円）

調整保険料収入
101,191千円
1.46％

（8,018円）

繰入金
299,000千円
4.31％

（23,693円）

国庫補助金収入
4,030千円
0.06％

（319円）

雑収入
5,040千円
0.07％

（399円）

保険給付費
3,370,312千円
48.55％

（267,061円）

前期高齢者納付金
1,251,491千円 18.03％（99,167円）
後期高齢者支援金
1,400,118千円 20.17％（110,944円）
退職者給付拠出金他
312,543千円 4.50％（24,766円）

納付金
2,964,152千円
42.70％

（234,877円）

事務費
61,611千円
0.89％

（4,882円）

保健事業費
198,799千円
2.86％

（15,753円）

還付金
1,020千円
0.01％

（81円）

財政調整事業拠出金
101,191千円
1.46％

（8,018円）

予備費
239,311千円
3.45％

（18,963円）

その他
5,079千円
0.07％

（402円）

財政調整事業交付金
65,000千円
0.94％

（5,151円）

介護保険収入
610,990千円 98.07％ （96,068円）

繰入金
12,024千円 1.93％ （2,818円）

雑収入他
1千円 0.00％ （0円）

介護納付金
605,671千円 97.21％ （95,231円）

介護保険料還付金
100千円 0.02％ （16円）

積立金
17,244千円 2.77％ （3,639円）

一般保険料率
80.00‰⇒85.00‰
介護保険料率

12.00‰⇒13.00‰

～料率が改定～



繰
入
れ
し
た
と
し
て
も
財
源
確
保
は
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
現
水
準
の
保
健
事
業
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
保
険
料
の
変
更

が
不
可
避
で
あ
り
、
２
年
連
続
と
は
な
り
ま
す
が
85
‰
へ
の
料
率
変
更
を
致

し
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
全
国
の
健
康
保
険
組
合
財
政
の
現
状
（
対
象
１
４
１
３
組
合
）

　〜
平
成
25
年
度
予
算
よ
り
〜

○
単
年
度
赤
字
予
算
組
合
数
　
8
割
超

○
平
成
25
年
度
保
険
料
を
改
定
し
た
組
合
　
5
5
7
組
合
（
40
%
）

○
平
成
25
年
度
平
均
保
険
料
率
86
・
35
‰

 

（
当
組
合
80
・
00
‰
）

○
平
成
25
年
度
実
質
保
険
料
率
96
・
1
‰

　
実
際
の
保
険
料
率
と
実
質
保
険
料
率
と
の
差
が
10
・
25
‰
に
も
及
ぶ
収
入
不

足
を
積
立
金
・
準
備
金
で
補
て
ん
し
て
凌
い
で
い
る
姿
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

◆
健
康
保
険
収
入

　
主
な
収
入
は
事
業
主
及
び
被
保
険
者
の
皆
様
の
保
険
料
で
す
。
算
式
は
次

の
と
お
り
で
す
。

保
険
料
＝
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
×
保
険
料
率

（
事
業
主
60
％
・
個
人
40
％
）

　
料
率
の
改
定
及
び
被
保
険
者
増
（
4
5
8
名
）
に
よ
り
、
対
前
年
度
5
億
4

千
5
百
69
万
円
増
の
64
億
6
千
7
百
21
万
4
千
円
を
計
上
致
し
ま
し
た
。

◆
保
険
給
付
費

　
過
去
3
年
間
を
参
考
に
科
目
ご
と
に
一
人
当
た
り
給
付
費
単
価
（
自
然
増
加

味
）
を
算
出
し
、
そ
の
数
に
消
費
税
・
診
療
報
酬
改
定
を
加
味
し
平
均
被
保
険

者
数
を
乗
じ
て
算
出
し
ま
し
た
。
総
額
で
対
平
成
25
年
度
1
億
7
千
7
百
16
万

1
千
円
増
（
5
・
46
％
）
の
33
億
7
千
31
万
2
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
納
付
金

　
高
齢
者
医
療
制
度
に
と
も
な
う
支
援
金
・
納
付
金
で
す
。
前
期
高
齢
者
納

付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
そ
れ
に
退
職
者
給
付
拠
出
金
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
算
出
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
示
さ
れ
た
計
算
式
に
基
づ
き
算
出
し
、
1

億
2
千
74
万
2
千
円
増
（
4
・
25
％
）
総
額
29
億
6
千
4
百
15
万
2
千
円
を

計
上
し
ま
し
た
。

※
前
期
高
齢
者
納
付
金
　
65
歳
〜
74
歳
ま
で
の
医
療
費
に
対
し
て
の
健
保
・

国
保
・
協
会
け
ん
ぽ
等
の
負
担
調
整
を
図
る
も
の
で
す
。

※
後
期
高
齢
者
支
援
金
　
75
歳
以
上
が
加
入
す
る
高
齢
者
医
療
保
険
へ
の
支

援
金
で
す
。

　
団
塊
の
世
代
が
前
期
高
齢
者
へ
大
量
に
移
行
す
る
こ
と
、
ま
た
後
期
高
齢

者
保
険
へ
の
支
援
金
の
算
出
方
法
が
今
後
改
定
さ
れ
る
（
総
報
酬
制
）
こ
と

に
よ
り
一
層
の
負
担
増
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

◆
保
健
事
業
費

　
生
活
習
慣
病
の
抑
止
に
向
け
た
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
、
人
間

（
脳
）
ド
ッ
ク
、
家
族
健
診
、
歯
科
検
診
な
ど
の
疾
病
予
防
並
び
に
体
育
奨

励
事
業
が
主
な
事
業
で
す
。
ま
た
平
成
26
年
度
は
、
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
」
の
準
備
（
計
画
策
定
）
期
間
と
な
っ
て
お
り
、
予
算
を
計
上
し
て
お
り

ま
す
。
保
健
事
業
費
は
総
額
で
1
千
9
百
40
万
2
千
円
増
（
10
・
8
％
）
の

1
億
9
千
8
百
79
万
9
千
円
を
計
上
致
し
ま
し
た
。

※
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
と
は

　
健
診
デ
ー
タ
や
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
個
人
や
事
業

所
ご
と
の
健
康
状
態
や
医
療
費
を
把
握
し
て
、
よ
り
効
果
の
高
い
保
健
事

業
を
目
指
す
も
の
で
、
国
の
日
本
再
興
戦
略
の
一
環
と
し
て
平
成
27
年
度

か
ら
あ
ら
た
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
平
成
26
年
2
月
17
日
に
開
催
の
第
85
回
組
合
会
で
、
平
成
26
年
度
料
率
改

定
及
び
平
成
26
年
予
算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

◆
平
成
25
年
度
の
収
支
見
込
状
況
か
ら

　
平
成
25
年
度
は
料
率
を
74
‰⇒

80
‰
に
変
更
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の

為
約
6
億
円
の
収
入
増
と
な
り
ま
し
た
が
保
険
給
付
費
2
億
3
千
万
円
増
、

納
付
金
2
億
9
千
万
円
増
で
計
5
億
2
千
万
円
増
と
な
り
、
想
定
以
上
の
支

出
増
で
増
収
分
が
吸
収
さ
れ
、
か
ね
て
か
ら
の
赤
字
解
消
（
平
成
24
年
度
実

収
支
▲
3
億
6
千
3
百
万
円
）
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
中
で
も
高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
・
納
付
金
の
負
担
は
特
に
重
い
も
の
で
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
予
算
策
定
と
料
率
改
定

　
平
成
25
年
度
収
支
見
込
を
踏
ま
え
て
平
成
26
年
度
予
算
を
策
定
致
し
ま
し

た
が
、
さ
ら
な
る
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
納
付
金
の
増
（
１
億
２
千
７
百
万

円
）、
加
入
者
増
と「
消
費
税
増
・
診
療
報
酬
改
定
に
よ
る
保
険
給
付
費
の
増

（
１
億
７
千
４
百
万
円
）等
現
行
料
率
で
は
別
途
積
立
金
・
準
備
金
の
一
部
を

こ
の
差
が

単
年
度
赤
字
幅

改
定
理
由

主
な
支
出

　
以
下
は
平
成
26
年
度
健
康
保
険
組
合
の
重
点
実
施
事
項

で
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

1
　適
正
適
用
の
継
続
的
取
組
み

①
既
被
扶
養
者
の
検
認
実
施

⇒

家
族
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
遅
滞
な
く
届
け
ま
し
ょ

う
。
被
扶
養
者
の
削
除
を
放
置
す
る
と
加
入
者
一
人
当
た

り
黙
っ
て
10
万
円
/
年
以
上
の
納
付
金
を
支
払
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

2
　ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
の
使
用
促
進

①
個
人
宛
「
後
発
医
薬
品
使
用
促
進
通
知
」
の
定
期
発
行

②
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
使
用
促
進
カ
ー
ド
、
貼
付
シ
ー
ル
の
配
布

⇒

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
よ
る
薬
剤
費
の

節
約
（
新
薬
の
平
均
60
％
へ
）
は
政
府
も
奨
励
し
て
お
り

ま
す
。
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
お
得
で
す
。（
６
ペ
ー
ジ
参
照
）

3
　保
健
事
業
の
推
進

①
特
定
健
康
診
査
お
よ
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
向
上

②
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
立
上
げ

・
レ
セ
プ
ト
・
特
定
健
診
デ
ー
タ
の
分
析
ツ
ー
ル
確
立

・
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
実
施
計
画
書
の
作
成

③
事
業
の
見
直
し

・
任
意
継
続
者
健
診
の
負
担
見
直
し
（
負
担
の
均
衡
）

⇒

健
保
財
政
の
た
め
に
加
入
者
の
健
康
維
持
増
進
、
疾
病

の
早
期
発
見
並
び
に
重
症
化
予
防
は
、
医
療
費
の
抑
制
に

も
繋
が
り
ま
す
。
健
診
の
確
実
な
受
診
そ
し
て
特
定
保
健

指
導
な
ど
を
契
機
と
し
た
生
活
習
慣
の
改
善
（
リ
ス
ク
の

排
除
）、
早
期
治
療
な
ど
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
健
康
保
険

組
合
も
加
入
者
の
健
康
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

重
点
実
施
事
項

主
な
収
入

平
成
26
年
度
の
健
康
保
険
料
率
を
改
定
致
し
ま
す

平
成
26
年
度
予
算

3 2

平成26年度
＜収入＞
保険料収入 486,705 円
＜支出＞
保険給付費 262,774 円

（医療補助）

納付金 233,795 円
（高齢者医療制度への拠出・納付金）

保健事業費 14,750 円
事務費他 4,996 円
　上表は平成25年度一人あたりの主な収入
と支出の見込額です。
　既に保険給付と納付金で赤字の状況で、
疾病予防・健康維持増進の為の財源は別途
積立金・法定準備金で賄うしかない状況です
が、別途積立金も１億1,200百万円と大変厳
しい状況となりました。

平成25年度
一人あたりの主な収入と支出の見込額

（被保険者：12,162 名）

▲9,864円 予
算
の

お
知
ら
せ

■被保険者
■平均標準報酬月額
■総標準賞与額（年間）　
■被保険者の平均年齢
■扶養率
■前期高齢者加入率

12,620人
383,500円
19,610,000千円
41.22歳
1.08人
1.91％

予算の基礎数値（一般勘定）

■被保険者数　
■平均標準報酬月額
■総標準賞与額（年間）

6,360人
453,500円
12,610,000千円

予算の基礎数値（介護勘定）

収入

※（    ）内は被保険者1人あたり

支出

収入

支出

一般勘定
※（    ）内は被保険者1人あたり平成26年度収入支出予算　

介護勘定 平成26年度収入支出予算

健康保険収入
6,467,214千円
93.17％

（512,458円）

調整保険料収入
101,191千円
1.46％

（8,018円）

繰入金
299,000千円
4.31％

（23,693円）

国庫補助金収入
4,030千円
0.06％

（319円）

雑収入
5,040千円
0.07％

（399円）

保険給付費
3,370,312千円
48.55％

（267,061円）

前期高齢者納付金
1,251,491千円 18.03％（99,167円）
後期高齢者支援金
1,400,118千円 20.17％（110,944円）
退職者給付拠出金他
312,543千円 4.50％（24,766円）

納付金
2,964,152千円
42.70％

（234,877円）

事務費
61,611千円
0.89％

（4,882円）

保健事業費
198,799千円
2.86％

（15,753円）

還付金
1,020千円
0.01％

（81円）

財政調整事業拠出金
101,191千円
1.46％

（8,018円）

予備費
239,311千円
3.45％

（18,963円）

その他
5,079千円
0.07％

（402円）

財政調整事業交付金
65,000千円
0.94％

（5,151円）

介護保険収入
610,990千円 98.07％ （96,068円）

繰入金
12,024千円 1.93％ （2,818円）

雑収入他
1千円 0.00％ （0円）

介護納付金
605,671千円 97.21％ （95,231円）

介護保険料還付金
100千円 0.02％ （16円）

積立金
17,244千円 2.77％ （3,639円）

一般保険料率
80.00‰⇒85.00‰
介護保険料率

12.00‰⇒13.00‰

～料率が改定～



等が変わります
平成26年4月から

保 制健康 険 度

平成26年4月1日以降新たに70歳になる方（昭和19
年4月2日以降生まれの方）から、段階的に2割負担と
することになりました。すでに70歳になっている方
は、これまで通り1割負担です。
※70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から2割負担となります。
※平成20年4月から1割から2割に引き上げられることとされていましたが、高
齢者への配慮から、これまで特例として凍結されていました。

昭和19年4月2日以降生まれの方が対象

産前42日（多胎妊娠98日）、産後56日のうち、妊娠または出
産を理由に労務に従事しなかった期間の保険料が免除さ
れます。

▶高額療養費制度の自己負担限度額の区分見直し
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成27年1月～）
▶難病患者の医療費助成制度見直し・・・・・・・・・・・・・（平成27年1月～）

▶後期高齢者医療制度への支援金の算定方法を改定
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成27年度予定）

　※健保の負担が増える「全面総報酬制」

▶標準報酬月額の上限引き上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成27年度予定）
▶外来・入院に関する給付の見直し・・・・・・・・・・・・・・（平成27年度予定）

平成26年4月30日以降に
産前産後休業が終了となる方が対象

産前産後休業中の保険料免除

復職後に給料等が下がった場
合は、復職後3ヵ月間の給料等を
もとに、新しい標準報酬月額が決
定し、その翌月から保険料が下
がります。
※産前産後休業から引き続き育児休業を取得
する場合は、対象となりません。育児休業終了
後に給料等が下がった場合は、育児休業等
終了時改定が行われます。

平成26年4月1日以降に
産前産後休業が終了となる方が対象

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

70～74歳の医療費窓口負担が引き上げられます

産前産後休業中の保険料が免除されます

新たに免除 給料等が下がった場合は
保険料が見直される

負担 免除 免除 負担保険料

（窓口負担が3割の場合846円）

（窓口負担が3割の場合216円）

（窓口負担が3割の場合702円）

（窓口負担が3割の場合135円）

今 後 予 定 さ れ て い る 改 正

＊標準報酬が28万円以上の方（夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収
383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く）

小学校入学前
小学校入学後70歳未満

75歳以上
（一定の障害のある方は65歳以上）

2割
3割
1割
2割
3割
1割
3割

■自己負担割合

一般（昭和19年4月1日以前生まれの方）
一般（昭和19年4月2日以降生まれの方）
現役並み所得者＊
一般
現役並み所得者＊

70歳以上75歳未満

就業 産前産後休業 育児休業 復職

2,700円初診料 2,820円

診 療 報 酬 も 改 定 さ れ ま す

＋120円

690円再診料 720円

初診料

再診料
＋30円

2,180円 2,340円
＋160円

420円 450円
＋30円

消費税増税に伴い、医療機関で支払う初診料・再診料が引き上げられます。
また、調剤基本料等も引き上げられます。

初診料・再診料が引き上げられます

医科 歯科

平成
26年度 保健事業概要保健事業概要

公告について
（注）詳細については、事業主を通じてご案内致します。

詳細実施要領は、別途通知する。40歳から74歳の保険加入者のうち、特定健康診査によって
複数の生活習慣病発症のリスクが発見された者について
実施する。（積極的支援・動機付け支援）
特定保健指導に要する費用は、健保組合が全額負担する。

随　時特定保健指導特定保健
指 　 導

疾病予防

機関紙「けんぽめ～る」を被保険者全員に配布する。
（４月、７月、１０月、１月）

年 4 回機関紙の発行保健指導
宣　　伝

希望者は、人間ドックまたは脳ドッ
クのいずれかを選択し受診する。
人間ドック受診の際は、特定健康
診査項目は必ず受診する。

40歳以上の被保険者を対象に実施する。
補助額は、受診総費用の7割から6,000円（会社負担
額）を差し引いた額とする。
ただし、補助額の限度は30,000円とする。

40歳以上の被保険者を対象に実施する。
補助額は、受診総費用の7割とする。
ただし、補助額の限度は30,000円とする。
人間ドックのオプションとして実施した場合は、人間ドック
での申請となる。

脳ドック

年１回
4月から
2月まで ●家族

被扶養者である配偶者並びに40歳以上の家族を対象に、
特定健康診査項目(必須)の他、希望検査(胸部Ｘ線、胃部Ｘ
線、子宮頚部細胞診、乳房検査、大腸検査、骨密度検査等)
を実施する。
補助額の限度は40,000円とする。

委託機関が提携する医療機関で健
診を希望する人は、５月初旬に案内
文書を該当者宛に送付するので、申
込書に該当事項を記入のうえ、委託
機関へ直接申込書を送付のこと。
※申込受付は、委託機関が代行する。

補助の内容が変更となりました。
（3割自己負担がなくなりました）

任意継続被保険者
・家族健診
【特定健診を含む】

被保険者の虫歯・歯周炎予防を目的として、検診を希望
する被保険者に対して、委託機関による「事業所単位」
の検診と歯科検診センターによる「個人」検診により実
施する。

●任意継続被保険者
実施要領は家族健診に準ずる。
ただし、補助額の限度は36,000円とする。

4月から
12月まで

休祭日に限定し実施のこと。
共催行事は不可とし、単独行事に
限定し補助する。
（除、任意継続被保険者）

被保険者及び被扶養者を対象に実施したウォーキング
行事（事業所、部・課単位可）に対し、一人当たり1,000円
を補助する。

4月から
12月まで

人間ドック
【特定健診を含む】

歯科検診

体育奨励 ウォーキング

40歳以上の特定健診対象者について実施する。
【任意継続被保険者を含む。】
被保険者は事業主が行う定期健康診断において実施する。

随　時特定健康診査特定健康
診 　 査

対象者には５月に健診案内書等
を自宅に送付する。

事 業 種 目 時 期 実 施 内 容 備 考

2.施行年月日　平成26年4月1日

［公告372号］
1.一般保険料率及び介護保険料率を改定する。

［公告371号］
◇組合規約第4条の一部変更について
1.事業所の新規追加

事業所名　三洋ビルメンテナンス株式会社
所 在 地　長崎県佐世保市卸本町１０番２号

2.トーコービルシステム株式会社の所在地が台東区
から千代田区に変更となりました。

3.施行年月日　平成26年4月1日

歓迎致します歓迎致します

合計

83.70/1,000
50.22/1,000
33.48/1,000
1.30/1,000
0.78/1,000
0.52/1,000

51.00/1,000
34.00/1,000

（80.00/1,000）

（48.00/1,000）
（32.00/1,000）

基本保険料率
（保険給付や保健事業等の
  健保事業運営にかかる費用に充てる。）

特定保険料率
（高齢者等の医療を支える納付金・拠出金です。）

平成26年度保険料率

［内訳］
1.一般保険料率

一般保険料率

調整保険料率

2. 介護保険料率
［内訳］

6.5/1,000
6.5/1,000

（6.0/1,000）
（6.0/1,000）

※（　）内は改定前保険料率を示す。
（注）健康保険法第3条第4項の規定による被保険者
（任意継続被保険者）については、一般・介護保険料率
ともに平成26年4月1日（平成26年4月分保険料）から変
更後の料率を適用する。

85.00/1,000

（78.7/1,000）
（47.22/1,000）
（31.48/1,000）
（1.3/1,000）

事 業 主
被保険者

事 業 主
被保険者

事 業 主
被保険者

事 業 主
被保険者

45.30/1,000

38.40/1,000

13.0/1,000（12.0/1,000）



等が変わります
平成26年4月から

保 制健康 険 度

平成26年4月1日以降新たに70歳になる方（昭和19
年4月2日以降生まれの方）から、段階的に2割負担と
することになりました。すでに70歳になっている方
は、これまで通り1割負担です。
※70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から2割負担となります。
※平成20年4月から1割から2割に引き上げられることとされていましたが、高
齢者への配慮から、これまで特例として凍結されていました。

昭和19年4月2日以降生まれの方が対象

産前42日（多胎妊娠98日）、産後56日のうち、妊娠または出
産を理由に労務に従事しなかった期間の保険料が免除さ
れます。

▶高額療養費制度の自己負担限度額の区分見直し
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成27年1月～）
▶難病患者の医療費助成制度見直し・・・・・・・・・・・・・（平成27年1月～）

▶後期高齢者医療制度への支援金の算定方法を改定
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成27年度予定）

　※健保の負担が増える「全面総報酬制」

▶標準報酬月額の上限引き上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成27年度予定）
▶外来・入院に関する給付の見直し・・・・・・・・・・・・・・（平成27年度予定）

平成26年4月30日以降に
産前産後休業が終了となる方が対象

産前産後休業中の保険料免除

復職後に給料等が下がった場
合は、復職後3ヵ月間の給料等を
もとに、新しい標準報酬月額が決
定し、その翌月から保険料が下
がります。
※産前産後休業から引き続き育児休業を取得
する場合は、対象となりません。育児休業終了
後に給料等が下がった場合は、育児休業等
終了時改定が行われます。

平成26年4月1日以降に
産前産後休業が終了となる方が対象

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

70～74歳の医療費窓口負担が引き上げられます

産前産後休業中の保険料が免除されます

新たに免除 給料等が下がった場合は
保険料が見直される

負担 免除 免除 負担保険料

（窓口負担が3割の場合846円）

（窓口負担が3割の場合216円）

（窓口負担が3割の場合702円）

（窓口負担が3割の場合135円）

今 後 予 定 さ れ て い る 改 正

＊標準報酬が28万円以上の方（夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収
383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く）

小学校入学前
小学校入学後70歳未満

75歳以上
（一定の障害のある方は65歳以上）

2割
3割
1割
2割
3割
1割
3割

■自己負担割合

一般（昭和19年4月1日以前生まれの方）
一般（昭和19年4月2日以降生まれの方）
現役並み所得者＊
一般
現役並み所得者＊

70歳以上75歳未満

就業 産前産後休業 育児休業 復職

2,700円初診料 2,820円

診 療 報 酬 も 改 定 さ れ ま す

＋120円

690円再診料 720円

初診料

再診料
＋30円

2,180円 2,340円
＋160円

420円 450円
＋30円

消費税増税に伴い、医療機関で支払う初診料・再診料が引き上げられます。
また、調剤基本料等も引き上げられます。

初診料・再診料が引き上げられます

医科 歯科

平成
26年度 保健事業概要保健事業概要

公告について
（注）詳細については、事業主を通じてご案内致します。

詳細実施要領は、別途通知する。40歳から74歳の保険加入者のうち、特定健康診査によって
複数の生活習慣病発症のリスクが発見された者について
実施する。（積極的支援・動機付け支援）
特定保健指導に要する費用は、健保組合が全額負担する。

随　時特定保健指導特定保健
指 　 導

疾病予防

機関紙「けんぽめ～る」を被保険者全員に配布する。
（４月、７月、１０月、１月）

年 4 回機関紙の発行保健指導
宣　　伝

希望者は、人間ドックまたは脳ドッ
クのいずれかを選択し受診する。
人間ドック受診の際は、特定健康
診査項目は必ず受診する。

40歳以上の被保険者を対象に実施する。
補助額は、受診総費用の7割から6,000円（会社負担
額）を差し引いた額とする。
ただし、補助額の限度は30,000円とする。

40歳以上の被保険者を対象に実施する。
補助額は、受診総費用の7割とする。
ただし、補助額の限度は30,000円とする。
人間ドックのオプションとして実施した場合は、人間ドック
での申請となる。

脳ドック

年１回
4月から
2月まで ●家族

被扶養者である配偶者並びに40歳以上の家族を対象に、
特定健康診査項目(必須)の他、希望検査(胸部Ｘ線、胃部Ｘ
線、子宮頚部細胞診、乳房検査、大腸検査、骨密度検査等)
を実施する。
補助額の限度は40,000円とする。

委託機関が提携する医療機関で健
診を希望する人は、５月初旬に案内
文書を該当者宛に送付するので、申
込書に該当事項を記入のうえ、委託
機関へ直接申込書を送付のこと。
※申込受付は、委託機関が代行する。

補助の内容が変更となりました。
（3割自己負担がなくなりました）

任意継続被保険者
・家族健診
【特定健診を含む】

被保険者の虫歯・歯周炎予防を目的として、検診を希望
する被保険者に対して、委託機関による「事業所単位」
の検診と歯科検診センターによる「個人」検診により実
施する。

●任意継続被保険者
実施要領は家族健診に準ずる。
ただし、補助額の限度は36,000円とする。

4月から
12月まで

休祭日に限定し実施のこと。
共催行事は不可とし、単独行事に
限定し補助する。
（除、任意継続被保険者）

被保険者及び被扶養者を対象に実施したウォーキング
行事（事業所、部・課単位可）に対し、一人当たり1,000円
を補助する。

4月から
12月まで

人間ドック
【特定健診を含む】

歯科検診

体育奨励 ウォーキング

40歳以上の特定健診対象者について実施する。
【任意継続被保険者を含む。】
被保険者は事業主が行う定期健康診断において実施する。

随　時特定健康診査特定健康
診 　 査

対象者には５月に健診案内書等
を自宅に送付する。

事 業 種 目 時 期 実 施 内 容 備 考

2.施行年月日　平成26年4月1日

［公告372号］
1.一般保険料率及び介護保険料率を改定する。

［公告371号］
◇組合規約第4条の一部変更について
1.事業所の新規追加

事業所名　三洋ビルメンテナンス株式会社
所 在 地　長崎県佐世保市卸本町１０番２号

2.トーコービルシステム株式会社の所在地が台東区
から千代田区に変更となりました。

3.施行年月日　平成26年4月1日

歓迎致します歓迎致します

合計

83.70/1,000
50.22/1,000
33.48/1,000
1.30/1,000
0.78/1,000
0.52/1,000

51.00/1,000
34.00/1,000

（80.00/1,000）

（48.00/1,000）
（32.00/1,000）

基本保険料率
（保険給付や保健事業等の
  健保事業運営にかかる費用に充てる。）

特定保険料率
（高齢者等の医療を支える納付金・拠出金です。）

平成26年度保険料率

［内訳］
1.一般保険料率

一般保険料率

調整保険料率

2. 介護保険料率
［内訳］

6.5/1,000
6.5/1,000

（6.0/1,000）
（6.0/1,000）

※（　）内は改定前保険料率を示す。
（注）健康保険法第3条第4項の規定による被保険者
（任意継続被保険者）については、一般・介護保険料率
ともに平成26年4月1日（平成26年4月分保険料）から変
更後の料率を適用する。

85.00/1,000

（78.7/1,000）
（47.22/1,000）
（31.48/1,000）
（1.3/1,000）

事 業 主
被保険者

事 業 主
被保険者

事 業 主
被保険者

事 業 主
被保険者

45.30/1,000

38.40/1,000

13.0/1,000（12.0/1,000）
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扶
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扶
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ま
す
。

扶養からはずれることになったら、すみやかに職場の担当者を通じて、下記の書類を健保組合まで提出してください。
◆被扶養者異動(減)届　
◆保険証(該当する方のもの)
その他、その事実が確認できる書類の添付が必要な場合があります。
詳しくは事務所（会社）健康保険担当窓口へお問い合わせください。

こんな場合は、扶養家族からはずれます!

扶養からはずさないとどうなる?

●お子さんや配偶者が就職したとき
●パート収入や年金収入が、扶養の限度額を超えたとき
※年間の収入（給与総支給額、年金など）が60歳未満は130万円（ひと月当たり
108，333円）以上、60歳以上または障がい者は180万円（ひと月当たり
150，000円）以上見込まれる場合

●雇用保険（失業手当）を受給したとき
※60歳未満は日額3，612円以上、60歳以上または障がい者は日額5，000円
以上受給する場合

●扶養しているお子さんが結婚したとき
●扶養している配偶者と離婚したとき
●配偶者の親が高齢者施設等に入ったとき（同一世帯の解消）
●別居している扶養家族への仕送りをやめたとき（生計維持関係
　の解消）〈仕送り額は扶養家族の所得以上が必要〉　　　　   　　など
＊ご家族が75歳になったときは、後期高齢者医療制度に加入します（対象とな
る方には、健保組合からご案内いたします）。

●今までの保険証で病院にかかると…
　扶養家族ではないのに、当健保組合の保険証を使用した場合、後
日、保険給付分（自己負担以外）の医療費を請求させていただくこと
になります。
●健保財政が厳しくなる原因に
　健保組合は、高齢者医療のために国に納付金を納めており、その額は
加入員の人数で計算されます（後期高齢者支援金及び介護保険納付金
で、1人あたり10万円以上）。本来、被扶養者ではないはずの人が扶養家
族のままでいると余計な出費となり、健保財政悪化の原因になります。
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り
価
格
が
2
〜
8
割
程
度
に

抑
え
ら
れ
て
い
ま
す
。負
担
す
る
薬
代
が
安
く
な
り

ま
す
の
で
、高
血
圧
や
糖
尿
病
な
ど
慢
性
疾
患
で
長

く
使
う
治
療
薬
ほ
ど
差
額
は
多
く
な
り
ま
す
。

　こ
れ
ま
で
処
方
さ
れ
て
い
た
薬
を
医
療
機
関
や
調

剤
薬
局
の
窓
口
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
替
え
れ

ば
、家
計
の
負
担
が
減
る
だ
け
で
な
く
医
療
費
の
無

駄
も
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
し
ま
し
ょ
う

「ジェネリック医薬品お願いカード」は日本ジェネリック医薬品学
会の情報サイト「かんじゃさんの薬箱」からダウンロードできます。
URL  http://www.generic.gr.jp/

※自己負担3割の場合　※ジェネリック医薬品Q＆A（日本調剤株式会社）より

高血圧治療薬
1錠／日  服用の場合

糖尿病治療薬
3錠／日  服用の場合

高脂血症治療薬
1錠／日  服用の場合

7,687円
円／年

1,150円
円／年

 13,206円
円／年

 5,519円
円／年

12,855円
円／年

3,384円
円／年

差額
6,537円

円／年

差額
7,687円

円／年

差額
9,471円

円／年

全
国
の
健
康
保
険
組
合
の
財
政
は
、平
成
25
年
度
予
算
で
4
，5
0
0
憶
円
を
超
え
る
赤
字

を
計
上
し
、8
割
の
組
合
が
赤
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。年
々
増
加
す
る
医
療
費
に
加
え
、高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
納
付
金
、※
支
援
金
は
3
兆
円
を
超
え
、保
険
料
収
入
の
半
分
近
く
ま
で
に

な
っ
て
い
ま
す
。健
保
組
合
の
組
合
員
、被
扶
養
者
の一人
ひ
と
り
が
医
療
費
の
節
約
を
心
が
け

る
こ
と
が
、健
保
財
政
の
健
全
化
に
よ
る
健
保
組
合
の
安
定
し
た
存
続
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

※
健
保
組
合
は
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え
る
た
め
、負
担
金
と
し
て
前
期
高
齢
者（
65
歳
〜
74
歳
）納
付
金
、後

期
高
齢
者（
75
歳
以
上
）支
援
金
を
国
へ
納
め
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
で

節
約
し
よ
う

医 療 費 節 約
大 作 戦

高血圧症で毎日、薬を飲んでいるAさんの場合
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扶
養
し
て
い
る
家
族
が

就
職
し
ま
し
た
。

何
か
手
続
き
が
必
要
で
す
か
?

ご
家
族
は
、

勤
め
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

今
の
保
険
証
は
返
却
し
、

扶
養
か
ら
は
ず
す
手
続
き
が
必
要
で
す
。

被扶養者の異動

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
る
ご
家
族
は「
被
扶
養
者
」と
し
て
、

保
険
料
を
負
担
せ
ず
に
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、左
記
の
よ
う
な
状
況
変
化
が
あ
っ
た
と
き
は
、当
健
保
組
合
の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
は
自
動
的
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。春
は
ご
家
族
の
就
職
等
が
多
い
時
期
で
す
の
で
、

該
当
す
る
方
は
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

扶養からはずれることになったら、すみやかに職場の担当者を通じて、下記の書類を健保組合まで提出してください。
◆被扶養者異動(減)届　
◆保険証(該当する方のもの)
その他、その事実が確認できる書類の添付が必要な場合があります。
詳しくは事務所（会社）健康保険担当窓口へお問い合わせください。

こんな場合は、扶養家族からはずれます!

扶養からはずさないとどうなる?

●お子さんや配偶者が就職したとき
●パート収入や年金収入が、扶養の限度額を超えたとき
※年間の収入（給与総支給額、年金など）が60歳未満は130万円（ひと月当たり
108，333円）以上、60歳以上または障がい者は180万円（ひと月当たり
150，000円）以上見込まれる場合

●雇用保険（失業手当）を受給したとき
※60歳未満は日額3，612円以上、60歳以上または障がい者は日額5，000円
以上受給する場合

●扶養しているお子さんが結婚したとき
●扶養している配偶者と離婚したとき
●配偶者の親が高齢者施設等に入ったとき（同一世帯の解消）
●別居している扶養家族への仕送りをやめたとき（生計維持関係
　の解消）〈仕送り額は扶養家族の所得以上が必要〉　　　　   　　など
＊ご家族が75歳になったときは、後期高齢者医療制度に加入します（対象とな
る方には、健保組合からご案内いたします）。

●今までの保険証で病院にかかると…
　扶養家族ではないのに、当健保組合の保険証を使用した場合、後
日、保険給付分（自己負担以外）の医療費を請求させていただくこと
になります。
●健保財政が厳しくなる原因に
　健保組合は、高齢者医療のために国に納付金を納めており、その額は
加入員の人数で計算されます（後期高齢者支援金及び介護保険納付金
で、1人あたり10万円以上）。本来、被扶養者ではないはずの人が扶養家
族のままでいると余計な出費となり、健保財政悪化の原因になります。

手続きに
ついて
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ッ
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医
薬
品
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後
発
医
薬
品
の
こ
と

で
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も
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で
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大
な
開
発
コ
ス
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が
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ま
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ん
の

で
、先
発
医
薬
品
よ
り
価
格
が
2
〜
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割
程
度
に

抑
え
ら
れ
て
い
ま
す
。負
担
す
る
薬
代
が
安
く
な
り

ま
す
の
で
、高
血
圧
や
糖
尿
病
な
ど
慢
性
疾
患
で
長

く
使
う
治
療
薬
ほ
ど
差
額
は
多
く
な
り
ま
す
。

　こ
れ
ま
で
処
方
さ
れ
て
い
た
薬
を
医
療
機
関
や
調

剤
薬
局
の
窓
口
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
替
え
れ

ば
、家
計
の
負
担
が
減
る
だ
け
で
な
く
医
療
費
の
無

駄
も
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
し
ま
し
ょ
う

「ジェネリック医薬品お願いカード」は日本ジェネリック医薬品学
会の情報サイト「かんじゃさんの薬箱」からダウンロードできます。
URL  http://www.generic.gr.jp/

※自己負担3割の場合　※ジェネリック医薬品Q＆A（日本調剤株式会社）より

高血圧治療薬
1錠／日  服用の場合

糖尿病治療薬
3錠／日  服用の場合

高脂血症治療薬
1錠／日  服用の場合

7,687円
円／年

1,150円
円／年

 13,206円
円／年

 5,519円
円／年

12,855円
円／年

3,384円
円／年

差額
6,537円

円／年

差額
7,687円

円／年
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9,471円

円／年
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組
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は
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成
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で
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0
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円
を
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え
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赤
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を
計
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し
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の
組
合
が
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と
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て
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す
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る
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療
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に
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へ
の
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支
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金
は
3
兆
円
を
超
え
、保
険
料
収
入
の
半
分
近
く
ま
で
に
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て
い
ま
す
。健
保
組
合
の
組
合
員
、被
扶
養
者
の一人
ひ
と
り
が
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療
費
の
節
約
を
心
が
け

る
こ
と
が
、健
保
財
政
の
健
全
化
に
よ
る
健
保
組
合
の
安
定
し
た
存
続
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

※
健
保
組
合
は
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え
る
た
め
、負
担
金
と
し
て
前
期
高
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者（
65
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74
歳
）納
付
金
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高
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者（
75
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以
上
）支
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国
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ま
す
。
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 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
答え

  1   2

 9

 14  15

 20

 17

  3  4   5
  D  C  

 11 10  12
A  

 16 

  21   22 
H  

J  
 18  19 

 13

B  

E  G  

 7
F  

ホグワーツで習いたいわ
チクワや煙突の形
茶聖。小説＆映画「○○○○にた
ずねよ」
ドラキュラさん、平民じゃないのね
オイラ江戸っ子。○○○○の銭は
持たねぇ
運動場に石灰で引く
ココへの旅は、ＮＡＳＡから
カメの背中に、全身ヘルメット？
パパ、会社へ何しに行くの？
ネット上で意気投合。リアルで集ま
ろう ！
だし巻卵の中にウナギ
スギナの茎から、スクスク坊や
ミレーの名画で、何を拾っている？
義を見てせざるは○○無きなり

１
２
3

4
5

7
9
10
11
13

15
17
19
20

みこし担いでワッショイ ！
夏至に短く、冬至に長い
北辰、子の星、心星などの別称も
交差点で、赤くなったり青くなったり
職員室がある建物
サイコロの裏表を足した数
凸レンズと○○レンズ
息子は悟飯
⇔♯（音楽記号）
その姿、父には見えず。シューベル
トの歌曲
一葉さん×２＝○○○さん
モネやドガは○○○○○派の画家
エンピツは、芯がなければタダのコレ

タテのカギ ヨコのカギ

タテ・ヨコそれぞれのカギに対応する言葉をマス目にカタカナで入れてください（1マスに1文字）。
A～Jの10文字をつなげると健康に関するキーワードができます。

解答　シンリョウホウシュウ

お医者さんの医療行為等、1点10円。

I  

１
5
6
8
10
12
13
14
16
18

20
21
22

  6 

ヘルシーなぞなぞ

対象：天才 30分
触ると手にケガをしちゃいそうな野菜は、
どれでしょうか？
　　　キャベツ、にんじん、トマト

 8 

は30人中の最速解答時間。
解答は当ページ下に記載。

対象：大人 30秒
花粉症に悩まされている村井さん、意中の中嶋さん
からお花見に誘われました。行くでしょうか？　
行かないでしょうか？

対象：子ども 10秒
メタボになってしまった谷中さんの出身地は
ど～こだ？　
都道府県で答えてください。

解答子ども：福井（腹囲）　大人：行かない（鼻水「はなみず」）　天才：キャベツ（葉物）

なぞなぞ作成：こんのゆみ（T&Yなぞなぞ）

大人は
1日350g以上の

野菜が必要なんだ
平均290g

くらいしかとって
ないんだよね

花粉症の薬、
高いからな…

ジェネリックを
使えばいいのに

動脈硬化から
心臓病や脳卒中に

　   なったら大変だ！

Kenpo Spr ing 2014

ご家族のためにご家庭にお持ち帰りください

三菱電機ビルテクノサービス健康保険組合
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No.

予算のお知らせ P2～3
 （保険料率が変わります）
保健事業概要／公告について P4
健康保険制度等が変わります P5
ジェネリック医薬品で節約しよう P6
扶養している家族が就職しました  P7
ヘルシーなぞなぞ／健康クロスワード P8


